
 

 

令和３年２月１０日 

 

事 業 主 様 

 

サニーピア健康保険組合理事長 

（公 印 省 略） 

 

 

届出様式における押印の廃止について 

 

 

 時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素より当組合の事業運営にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和２年７月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、今般「押印を求 

める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が、令和２年１

２月２５日に公布され、事業者等に対して押印を求めているものについて、押印が原則不要

となりました。 

 つきましては、下記の申請書等について、押印が不要となりましたので事務担当者様及び

被保険者の皆様にご周知の方お願いいたします。 

 

記 

 

１. 押印が不要となる申請書等 

別紙に記載の申請書等については、被保険者、事業主及び社会保険労務士の押印が不要

です。 

加えて、別紙「○給付関係」①～③は、医師又は歯科医師の押印が、④～⑥については、 

医師又は助産師の押印が不要です。 

 

２.実施日 

  令和３年２月１０日 

 

３.留意事項 

新様式の申請書等は、修正のうえ順次、当組合ホームページの「申請書ダウンロード」

に掲載をしますが、当分の間、現在使用している申請書等は使用できますので、㊞の記

載があっても押印なしでご提出ください。（押印があっても差し支えありません。） 

 

以上 



  別紙 

 

○適用関係 

・被保険者資格取得届        ・被保険者氏名・生年月日・性別変更（訂正）届 

・被保険者資格喪失届        ・任意継続被保険者氏名・住所変更等（訂正）届 

・被保険者報酬月額変更届      ・任意継続被保険者健康保険料納付証明願 

・被保険者賞与支払届        ・任意継続被保険者資格取得申出書 

・被保険者賞与支払届総括表     ・任意継続被保険者資格喪失申出書 

・産前産後休業取得者申出書      ・介護保険適用除外等届出書 

・産前産後休業取得者変更（終了）届 ・被保険者証回収不能・滅失届 

・産前産後休業終了時報酬月額変更届 ・被保険者証再交付申請書 

・育児休業等取得者申出書（新規・延長）・高齢受給者証再交付申請書 

・育児休業等取得者終了届       ・被扶養者（異動）届 

・育児休業終了時報酬月額変更届   ・被扶養者現況届 

・被保険者・被扶養者住所変更届   ・出生時認定に関する遅延理由書 

 

○給付・請求関係 

・限度額適用認定申請書         ・療養費支給申請書（はり・きゅう用） 

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書 ・出産育児一時金等申請書（受取代理用） 

・高額療養費支給申請書         ・埋葬料（費）支給申請書 

・療養費支給申請書（立替払等）     ・負傷原因届 

・海外療養費支給申請書         ・第三者の行為による傷病届 

・療養費支給申請書（治療用装具）    ・権利承継届 

・高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 

 

○給付関係 

①特定疾病療養受療証交付申請書  ④出産手当金支給申請書 

②傷病手当金支給申請書      ⑤出産育児一時金支給申請書 

③移送費支給申請書        ⑥出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 

 

○保健事業関係 

・インフルエンザ予防接種補助金支給申請書   

・人間ドック（１泊・１日）補助金支給申請書  

・Ｃ型肝炎検査実施補助金支給申請書 

・契約保養所利用申込書・補助金支給申請書 

・県外勤務被保険者体育奨励行事実施計画承認申請書・補助金支給申請書 


